
名古屋市告示第150号 

 

   自転車等放置禁止区域の変更 

 

名古屋市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和63年名古屋市条例第40号）

第 9条第 4項の規定により、自転車等放置禁止区域を次のとおり変更します。 

 

  令和 7年 3月25日 

 

名古屋市長  広  沢  一  郎  

 

自転車等放置禁止区域の変更 

変更年月日 名称 位置 区域 

令和 7年 6月 1日 浄心自転車等放置

禁止区域 

西区浄心一丁目 

 

別図のと 

おり 

 

                 名古屋市緑政土木局路政部自転車利用課 
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